
別紙

パソコン，サーバ，外付けハードディスク廃棄慕

*廃棄者記入欄
平成 年 月 日提出

所 属

使 用 者

品 名 ノ号ソコン . サーノ《 外付けハードディスク
， ， 

メ 一 カ 一
型 番

製造 番 号

購 I入 年 度

資産(備品)番号

z 

ソ、ードディスク L 物理的破壊

のデータ消去等 2.専用装置による電気的・磁気的消去・

の方法 3. 専用ソフトによる消去

備 考

※個人情報を記録し，又はかつて記録したハードディスク(当該ハードディスクを内

蔵するパソコン等を含む。)を廃棄する場合は，神戸大学の保有する個人情報の管理

に関する指針第 10に基づき，個人情報保護管理者(部局等の長)の指示に従うニ'と。

/ 

*会計担当係確認欄

平成 年 月 日確認

この確認は，廃棄者の申し出に基づき確認を行いました。

担当係・担当者

‘・
再利用の区分 1.再利用可 2.再利用不可

備 考

※この廃棄票は，会計担当係において 3年間保存すること。



パソコン，サーバ及び外部記憶メディアの廃棄時における取扱い

(趣旨)

平成 18年 11月 16日

情報管理室長

第 1 この取扱いは，神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針(平成 17年 3月

17'日制定)第 10に基づき，かっ，本学が保有する情報の流出を防ぐ観点から，神戸

大学(以下 I本学Jという。)が保有するパソコン，サーバ，外付けハードディスク又

は外部記櫨メディア (FD，MO， CD， DVD， U S Bメモリ等をいい，外付けハF

ドディスクを除く。以下同じ。)に係る廃棄時における取扱いについて定めるものであ

る。

(廃棄)
第 2 パソコン(外付けハードデ、イスクを含む。、以下同じ。)を廃棄する鳩合は，当該ノ号

ソコンを使用する者(以下「パソコン使用者Jという。)の責任において，次のいずれ

かの方法により，ハードディスタに保存されているデータを消去し，文はハードディス

クを破壊することにより，ハードディスクに記録されていたデータの復元又は判読が不

可能な状態(以下「判読不能状態j という。)としなければならない。

(1) .人一ドディスクを細かく粉砕ずるなどの物理的破壊

(2) 専用装置による電気的・磁気的消去

(3) データ消去専用ソフトの使用 (NS A (米国家安全保障局)推奨方式以上の方式

によるものとする。)

第 3 サーパをj発棄する場合は，当該サーバに係る神戸大学情報セキュリティポリシー(平

成:16年 4月 1日制定)に定めるシステム管理者(以下「システム管理者Jという。)

のft任において，本取扱い第2の方法により，ハードディスクを判読不能状態としなけ、

ればならない。

第4 外部記櫨メディアを廃棄する場合は，当該外部記憶メディアを使用する者の).1t任に

おいて，物理的破壊により使用不能状態としなければならない。

(データ消去専用ソフト)

第 5 パソコン使用者又はシステム管理者がデータ消去専用ソフトを使用すfる場合は，パ

ソコン使用者文はシステム管理者がそれぞれ所属する部局に係る会計担当係(以下「会

計担当係」という。)より同ソフトを入手して使用するものとする。ただし，オベレー

ションシステム等により同ソフトが使用できない場合は，本取扱い第 2第 1号文は第2

号の方法によるものとする。

(報告)

第6 本取扱い第2又は第3によりデータの消去等を行ったパソコン又はサーバに係るパ

ソコン使用者又はシステム管理者(以下「廃棄者Jとしづ。)は，当該パソコン文はサ

ーバを所定の廃棄場所へ持ち込む前に，別紙のパソコン，サーパ，外付けハードディス

ク廃棄票(以下「パソコン等廃棄票」としづ。)を会許担当係へ提出するとともに，同

係の指示に従うものとする。

(確認)・

第 7 会計担当係は，提出されたパソコン等廃棄票及び廃棄者の申し出に基づき，ハード

ディスクのデータ消去方法等を確認しなければならない。

(廃棄票の保存)

第 8 パソコン等廃棄票は，会計担当係において 3年間保存することとする。

附則

この取扱いは平成18年12月1日から実施する。
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